
内部統制システム整備の基本方針 

 

 当社は、当社事業を持続的に発展させ企業価値を高めるために内部統制システムを整備、運用するこ

とが経営上の重要な課題であると認識し、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、

会社の内部統制にかかる体制全般について、次のとおり「内部統制システム整備の基本方針」を定め、

そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めるものとします。 

 

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（1）「コンプライアンス規程」を制定し、取締役自ら遵守すること、及び全社的なコンプライアン

ス体制の整備に努める。 

（2）「取締役会規則」に基づき、毎月取締役会を開催する。 

（3）「取締役会規則」において、経営に関する基本的事項等の取締役会で付議すべき事項を具体的

に定め、取締役会で決定する。 

（4）監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という）は、取締役（監査等委員である取締役

を除く）の業務執行を監督する。 

（5）社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断するとともに、弁

護士・警察等とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応を行うものとする。 

（6）「内部通報者保護規程」により、社員等からの通報並びに相談を受け付ける窓口を顧問弁護士

及び内部監査室に設置し、取締役の法律違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組

みを定める。 

（7）「関係会社管理規程」に基づき、関係会社を管理するコーポレート統括本部長は関係会社の業

務の適正を確保するための体制整備を指導する。 

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（1）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に基づき適切・確実に定

められた期間、保存・管理する。 

 

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（1）当社及び子会社における緊急事態発生時の役員・社員等の危機対応手順を定め、緊急事態に起

因する損失の発生を抑止し、もしくはこれを最小限にとどめることを目的として「危機管理規

程」並びに「危機管理対応マニュアル」を定め運用する。 

（2）「危機管理規程」に基づいて「危機管理委員会」を設置し、必要に応じて開催する。 

（3）取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 

 

4. 取締役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を

月 1 回定時開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することに加え、意思決定の迅速化の

ために「グループ社長会」を原則毎週開催し、グループ社長会付議事項、経営管理全般に関す

る事項について協議・決議を行うものとする。 



（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」

に基づき、その責任者が職務権限規程・職務権限表に則った決定を行う体制とする。 

（3）当社は、子会社に対し当社の職務分掌、指揮命令系統及び意思決定その他の組織に関する基準

に準拠した体制を指導する。 

 

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（1）「パーパス」および「ミッション」ならびに「ミッションステートメント」等からなる企業理

念の実際的運用と徹底を行う体制の整備に努める。 

（2）「コンプライアンス規程」を制定し、全社的なコンプライアンス体制の整備に努める。 

（3）法令もしくは定款上疑義のある行為等の早期発見と是正を目的に「内部通報者保護規程」を制

定し、コンプライアンス体制の整備に努める。 

 

6. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（1）当社の関係会社の管理は、コーポレート統括本部長が統括する。コーポレート統括本部長は、

関係会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導するとともに、関係会社の管理の推

進状況を必要に応じて取締役会に報告する。 

（2）監査等委員と内部監査室は定期的または臨時に管理体制を監査し、代表取締役及び監査等委員

会に報告する。また必要に応じて取締役会に報告する。 

 

7. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 

（1）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任または兼任

による使用人を置くこととする。 

 

8. 前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性並び

に監査等委員会の指示の実効性確保に関する事項 

（1）監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役（監査等委

員である取締役を除く）及びその他の使用人の指揮命令を受けないものとする。 

（2）当該使用人の人事異動に係る事項の決定には監査等委員会の同意を必要とする。 

 

9. 監査等委員会への報告に関する体制及び報告者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための

体制 

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、当社の業務又は業績に与える重要な

事項について監査等委員に報告することとし、職務執行に関する法令違反、定款違反、及び不

正行為の事実、又は当社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。 

  （2）子会社の取締役・監査役及び使用人（以下「子会社の役職員」という）は、監査等委員から業

務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。 

（3）子会社の役職員及びこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員に報告する必要があると判

断した事項について、直接または間接的に監査等委員に報告することが出来る。 

（4）監査等委員に報告を行った取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当該報告を行ったこと



を理由として不利な取り扱いを受けることはない。 

 

10. その他の監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

（1）監査等委員は内部監査室及び監査法人と情報の交換を行うなど連携を保ちつつ監査を実施す

る。 

  （2）監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換の場を設け、適正な監査の実現に努める。 

（3）当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速

やかに当該費用の支払いを行う。 

（4）監査等委員は、取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対して業務執行に関する必要な事項

の調査・説明を求めることが出来る。調査・説明を求められた取締役及び使用人並びに子会社

の役職員は、速やかに適切な調査・説明を行わなければならない。 

 

11. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 

（1）当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに基づき、財務報告に係わる内部統制が有効

かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確

保する。 


